
かめおか健康プラン２１（第３次亀岡市健康増進計画）策定業務仕様書 

 

１ 業務名 

 かめおか健康プラン２１（第３次亀岡市健康増進計画）策定業務 

 

２ 業務の目的 

本業務は、健康増進法第８条に規定する市町村健康増進計画として、令和８年度から

令和１７年度を計画期間とする「かめおか健康プラン２１（第３次亀岡市健康増進計

画）」の計画策定を目的とする。 

 

３ 業務の期間 

 契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 

４ 業務の内容 

 令和６年度及び令和７年度の２か年における委託業務については、次のとおりとする。 

（１）委託期共通業務 

   ア）計画策定に係る会議等の運営支援 

     ①亀岡市健康づくり推進会議等の策定に係る会議への出席 

     ②会議等にて使用する資料の作成 

     ③会議等における進行管理、委員への説明、想定質問の作成等質疑への応答 

等を含む運営支援 

     ④会議の議事録および情報公開用のデータの作成 

     ⑤本市の事務局及び協議会会長などとの事前及び事後の打ち合わせ 

  イ）計画策定に係る資料の作成等 

     ①かめおか健康２１の策定に必要な基礎資料、統計資料、情報公開用資料等 

の作成を行う。なお、資料の作成に際して、国、京都府の計画及び本市の 

関連計画（第 5次亀岡市総合計画、亀岡市地域福祉計画、亀岡市子ども・ 

子育て支援事業計画、亀岡市子どもの貧困対策推進プラン、亀岡市いきい 

き長寿プラン等）の内容も踏まえた上で作成するものとする。 

  ウ）計画の推進・進捗管理支援 

    PDCAサイクルによる推進・進捗管理のための提案等支援を行うこと。 

 

 （２）令和６年度業務 

  ア）健康寿命の延伸と健康格差縮小を行い、健康づくりを進めるために、アンケー

ト調査票の作成・調査の実施及び関係機関ヒアリング、集計と分析を実施 

    ①「かめおか健康プラン２１（第２次）」の実施調査内容及び「国民の健康増

進の総合的な推進を図るための基本的な方針」の内容等国の動向や「きょう

とすこやか２１（第３次）」を踏まえ、「かめおか健康プラン２１実施状況調



査」（以下アンケート調査）を作成する。また、亀岡市健康づくり推進会議

に企画提案し、使用する資料、報告書を作成する。 

    ②アンケート調査の実施。依頼文・封筒（送付用・返送用）等の作成、発送回

収作業を行う。（郵送費用は受託者負担とする。） 

  ③アンケート調査結果の点検と入力作業を行う。 

    ④課題抽出及び分析等に必要な単純集計、地域別集計・属性集計、時系列集計、

クロス集計の提案及び要因分析等を行う。分析については、前回調査結果と

の比較も行う。 

    ⑤市民ニーズ、地域特性等の現状分析のための基礎資料の作成及び調査結果報

告書を作成すること。なお、基礎資料・中間報告書（単純集計）は、亀岡市

健康づくり推進会議において資料として提出する。令和７年３月末までに最

終調整報告書を提出すること。 

    ⑥入力が完了した調査票等及び分析に関する資料は市へ提出する。 

イ）計画策定支援業務 

①国や京都府の動向把握と課題について、情報収集を行い整理すること。また、

必要に応じて他市の情報を収集すること。 

②健康プラン２１（第２次）施策の運営分析、政策評価及び次期計画における 

論点整理 

  ・庁内関係各課、関係団体等と課題の共有や評価指標の設定など、計画の進行

管理に関する提案を行うこと。 

③健康づくり推進会議及び指定する部会等会議への参画と運営支援 

・健康づくり推進会議への出席：令和６年度２回程度開催予定 

・庁内会議や関係団体等との意見交換会への出席、会議資料、会議記録作成 

・他市町村の情報収集及び資料作成 

・その他会議運営に必要な情報収集及び資料作成等、本市及び健康づくり推進

会議が指示する事項等 

④かめおか健康プラン２１（第３次）の策定までのスケジュール等の提案及び 

資料の提出 

（３）令和７年度業務 

 ア）計画策定支援業務 

①国や京都府の動向を把握し情報収集を行い、課題を整理すること。また、必

要に応じて他市の情報を収集すること。   

②健康プラン２１（第２次）施策の運営分析、政策評価及び次期計画における 

施策提案 

調査の集計結果や国や府が定める指針等を踏まえ本市の現状分析評価・課題 

の洗い出しを行うこと。 

③健康づくり推進会議の策定に係る基礎指標の整理・分析並びに必要な提言及 

び提案を行う。 



④庁内関係各課、関係団体等と課題共有（課題ごとの検討を効果的・効率的に 

進めるための意見交換会等の運営手法）や評価指標の設定など、計画の進行 

管理に関する提案を行い、計画策定を支援すること。 

  イ）健康づくり推進会議までのスケジュール等の提案及び資料の提出 

  ウ）パブリックコメント支援業務 

   ・市民の意見を幅広く事業計画に反映していくためパブリックコメントを予定し

ており、これらに必要な支援を行う。なおパブリックコメントの実施にあたっ

ては、本市の「亀岡市民の意見提出手続きを定める要綱」に基づき行い、寄せ

られた意見の整理・集約、回答案等必要な支援を行う。 

エ）健康づくり推進会議及び指定する部会等会議への参画と運営支援 

    ・健康づくり推進会議等への出席：令和７年度３回程度を開催予定 

    ・庁内会議や関係団体等との意見交換会への出席 

    ・会議資料作成支援 

    ・会議記録作成 

    ・他市町村の情報収集及び資料作成 

    ・その他会議運営に必要な情報収集及び資料の作成等、本市及び健康づくり推

進会議が指示する事項等 

 

５ 成果品 

（１）令和６年度業務成果品 

  ア アンケート分析結果報告書（概要版）電子データ（PDF、Word） 

  イ アンケート集計、分析データ等データ一式（PDF、Word、Excel） 

  ウ アンケート最終調査報告書（PDF、Word） 

（２）令和７年度業務成果品 

  ア 計画書（Ａ４判・１５０頁・本文１色刷）３００部 

イ 概要版（Ａ４判・８頁・４色刷）１，０００部 

ウ 上記のテキストデータ及びホームページ掲載用データ（ＰＤＦファイル） 

エ その他関係資料一式（電子データ一式を含む） 

 

６ その他 

（１）本業務で知り得た事項については他に漏らしてはならない。業務終了後も同様

とする。また、業務完了後は、発注者の指示に従いデータを破棄すること。 

（２）仕様書に定めのない事項や疑義が生じた事項については、本市と本業務の受託

者は必要に応じ協議して定めるものとする。 

（３）本業務により得られた成果物等の著作権・その他の権利は、発注者に帰属する

ものとする。 

（４）受注者は、発注者と協議の上、定期的な打ち合わせを行い、確認事項について

記録を作成して、後日、発注者の確認を受けること。 



（５）会議等への出席にかかる交通費等の一切の経費及び資料作成にかかる一切の経

費は本委託料に含むものとする。 

（６）受注者は、本業務を第三者へ一括再委託をしてはならない。                                                                                                                                                             


